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議  案  目  次 

  

令和３年矢巾町議会定例会１月第２回会議 

 １．議案第 ２号 令和２年度矢巾町一般会計補正予算（第１１号）について 

 ２．発議案第１号 矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例につい 

          て 
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令和３年矢巾町議会定例会１月第２回会議議事日程（第１号） 

  

令和３年１月２０日（水）午後１時３０分開議 

  

議事日程（第１号） 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会議期間の決定 

第 ３ 議案第 ２号 令和２年度矢巾町一般会計補正予算（第11号）について 

第 ４ 発議案第１号 矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例につ 

           いて 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  藤 原 信 悦 議員      ２番  吉 田 喜 博 議員 

      ３番  小笠原 佳 子 議員      ４番  谷 上 知 子 議員 

      ５番  村 松 信 一 議員      ６番  廣 田 清 実 議員 

      ７番  高 橋 安 子 議員      ８番  水 本 淳 一 議員 

      ９番  赤 丸 秀 雄 議員     １０番  昆   秀 一 議員 

     １１番  藤 原 梅 昭 議員     １２番  長谷川 和 男 議員 

     １３番  川 村 よし子 議員     １４番  小 川 文 子 議員 

     １５番  山 﨑 道 夫 議員     １６番  廣 田 光 男 議員 

     １７番  髙 橋 七 郎 議員     １８番  藤 原 由 巳 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 町 長 高 橋 昌 造 君 副 町 長  水 本 良 則 君 
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 総 務 課 長  企画財政課長 
 兼 防 災 安 全 藤 原 道 明 君 兼 未 来 戦 略 吉 岡 律 司 君 
 室 長  室 長 
 
   道路住宅課長 
 産業観光課長 佐 藤 健 一 君 兼まちづくり 佐々木 芳 満 君 
   推 進 室 長 
 
 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長 
 議会事務局長  野 中 伸 悦 君  川 村 清 一 君 
  補 佐 
 

 係    長  佐々木 睦 子 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午後 １時３０分 開議 

〇議長（藤原由巳議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  ただいまから令和３年矢巾町議会定例会を再開します。 

  これより１月第２回会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（藤原由巳議員） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本会議の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により 

    ５番 村 松 信 一 議員 

    ６番 廣 田 清 実 議員 

    ７番 高 橋 安 子 議員 

 の３名を指名します。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 会議期間の決定 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第２、会議期間の決定を議題とします。 

  お諮りします。本日再開の１月第２回会議の会議期間は、令和２年12月23日開催の議会運

営委員会で決定されたとおり、本日１日としたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、１月第２回会議の会議期間は、本日１日と決定しました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第３ 議案第２号 令和２年度矢巾町一般会計補正予算（第１１号）につ 

                いて 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第３、議案第２号 令和２年度矢巾町一般会計補正予算（第11号）
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についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） 議案第２号 令和２年度矢巾町一般会計補正予算（第11号）について

提案理由の説明を申し上げます。 

  歳入につきましては、17款寄附金の一般寄附金を増額補正するものであります。 

  次に、主な歳出につきましては、２款総務費の企画総務事業及び財政調整基金積立事業、

８款土木費の除雪事業を増額補正し、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億7,500万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ146億7,281万1,000円とするものでありま

す。 

  詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご

可を決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（吉岡律司君） 議案第２号 令和２年度矢巾町一般会計補正

予算（第11号）の詳細について事項別明細により説明をいたします。 

  ９ページをお開き願います。歳入の補正につきましては、款、項、項の補正額の順で行い

ます。歳入。17款寄附金、１項寄附金１億7,500万円、こちらにつきましては、一般寄附金ふ

るさと納税の増となります。11月後半から12月までのふるさと納税が想定を大きく上回った

ために増額補正をお願いするものでございます。 

  次に、歳出の説明をさせていただきます。13ページにお進み願います。歳出補正につきま

しても、款、項、項の補正額の順で行います。説明は、主要な項目について行います。 

  なお、給与費につきましては、昇級による組替えであり、総額の変更はございません。 

  歳出。２款総務費、１項総務管理費１億533万7,000円、主なものといたしましては、企画

事業の増5,829万2,000円で、下に下がっていただきまして消耗品費3,479万2,000円が返礼品、

ふるさと納税運営業務委託料2,350万円が各ポータルサイト等への委託料となります。下に下

がっていただきまして、財政調整基金積立事業の増、4,704万9,000円。こちらこれによりま

して、年度末の財政調整基金残高は５億6,831万3,000円となります。同じく２項徴税費２万

円。同じく３項戸籍住民基本台帳費２万円。 

  14ページにお進みいただきまして、３款民生費、１項社会福祉費２万2,000円。同じく２項
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児童福祉費８万3,000円の減。 

  ６款農林水産業費、１項農業費２万1,000円、こちら８目でございますが、組替え対応とな

りますが、内容が100万円を超えていますので、説明をいたします。ダム維持管理事業の工事

請負費101万5,000円は、ダム設備等の改修に係る費用となっております。 

  ８款土木費、２項道路橋梁費、補正額は15ページにお進みいただきまして6,966万3,000円、

内容といたしましては、除雪事業の増額をお願いする内容となっております。 

  以上で議案第２号 令和２年度矢巾町一般会計補正予算（第11号）の詳細説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由及び詳細説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

  お諮りします。歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ご異議がないようでありますので、一括して質疑を行います。質疑

ございませんか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） ２点ありますので、２点一緒にお聞きいたします。 

  １点目は、ふるさと納税のことです。先ほどの説明で11月後半から12月後半ということで

約１か月のことのようなのですけれども、この１か月のうちの参加された企業。そして、こ

の１億円、これは人件費とかは入っていないのですけれども、人件費はどのようになってい

るのかお聞きいたします。 

  それから、２点目になりますが、ページ数で14ページ、町立保育園、事業の減なのですけ

れども、これ職員手当と給料ということなのですけれども、産休に入ったのか、その休業と

いうことなのですけれども、どのような状況なのかお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 川村よし子議員、確認します。最初のほう、納税した企業あるいは

個人という件数ですか。 

〇13番（川村よし子議員） そうです。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（吉岡律司君） お答えいたします。 

  納税した件数ということで確認させていただきましたので、お答えいたしますが、11月、
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令和元年度が2,460件だったものが、令和２年度の同月、11月は5,420件のご寄附をいただき

ました。また、12月、令和元年度が7,623件だったものが１万1,289件のご寄附をいただいた

という形でたくさんの方に、想定を上回る方にご寄附をいただいたという結果の増額補正と

なります。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 藤原総務課長。 

〇総務課長兼防災安全室長（藤原道明君） 14ページの児童福祉施設費の減のところでござい

ますが、産休に入った関係での減額でございます。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） すみません。先ほど質問したふるさと納税のことなのですけれど

も、今の答弁では、個人と企業のことを、件数が多くなっているわけですけれども、ではな

くて、ふるさと納税の商品とか、発送とか、いろいろなことで労働者が関わっているのです

けれども、そういうところはどうなのかという質問をしたわけですけれども。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（吉岡律司君） 労働者がどのように関わっているかというこ

とについては、私どもでどのように答弁したらいいのかというのは、ちょっとお答えに困る

ところではございますけれども、返礼品事業者、それぞれ従業員がございます。そういった

中でこの期間は、かなりふるさと納税業務が繁忙ということで、多くの方に携わって、関わ

っていただいているところでございますが、各企業で何名の方がどのようにふるさと納税業

務に携わっていただいているかということにつきましては、私どものほうで管理することで

はございませんので、その点につきましては、承知しておりません。ご理解いただければと

思います。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 13ページにありますが、ふるさと納税運営業務委託料の中に全て含

まれておるというふうな今の答弁なようでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

  他に質疑ございますか。 

  ９番、赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 私もふるさと納税についてちょっとお伺いします。 
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  まず、令和２年12月末でどれぐらいの額になっているのか。それは、計画に対して何％ぐ

らいに値しているのか、まずお知らせいただきたいと思います。 

  それから、２点目は、除雪費の支出の部分です。３年ぶりに大雪になって除雪される方、

大変だと思います。今例年基本部分は予算計上しつつ、降雪になったら補正でやっていくよ

うな形になっていますが、ここ３年ぐらい前と比較してどうなのか、去年、一昨年は少なか

ったのですが、その辺の状況等について、除雪費についてお願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（吉岡律司君） お答えいたします。 

  すごく数字的には単純な内容になっておりますので、パーセンテージというよりは実額で

お知らせをしたいと思います。12月時点で５億2,000万円ほどのご寄附をいただいているとこ

ろでございます。例年１月、２月、３月は、それぞれ毎年大体1,000万円ほどのご寄附をいた

だいている状況でおりますので、５億2,000万円にそれぞれ残りの１か月ずつ1,000万円ずつ

プラスいたしまして５億5,000万円、目指すところということで補正予算をお願いしていると

ころでございます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 過去２年あまり降らなかった時期が

あったわけなのですが、平成30年度は約5,000万円、令和元年度につきましては、約7,000万

円ということで、既に今年度現在7,200万円の除雪の委託料ありますが、半月程度で昨年を上

回ったというような状況になっております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

              （「はい」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 他に質疑ございますか。 

  14番、小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 私もふるさと納税について１点目は、こちら側からの返礼品の中身

としてどういうものが多いのかについて伺います。 

  ２点目は、除雪でございますけれども、初めの頃は、なかなか除雪がちょっと足りないよ

うな感じを受けましたけれども、小さな町道などでは、ちょっとなかなか入ってこられない

というときがありましたけれども、そういうふうな町民の声はあったのかについて伺いをい
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たします。 

〇議長（藤原由巳議員） 吉岡企画財政課長。 

〇企画財政課長兼未来戦略室長（吉岡律司君） お答えいたします。 

  こちら11月、12月で多く返礼品として出たものにつきましては、メンチカツとかコロッケ

といったような形で、テレビで紹介された内容のものが非常に多く出ております。そのほか

肉類が、やはり多くございました。あとは、果物、リンゴなんかも一定量出ている状況でご

ざいます。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） 除雪路線の関係ですが、今現在町で

除雪を行っている町道の延長につきましては、今年度につきましては332キロほどあります。

それで、各地区にそれぞれ１軒だけとか、２軒程度とかというような利用頻度の低い路線が

あって、どうしてもそこを、高齢になったので、除雪をしてほしいということでお話をいた

だいて、それでそういう路線がたくさんありますので、では言われたからすぐやるとなると、

言ったもの勝ちみたいな感じになってしまうので、あくまでも地域として、やはり事情が、

高齢だとか、体調が優れないとか、そういう状況に応じて地区の行政区長さんとか、自治会

長さんと相談しながら、そういう話があったのですけれどもということで、地域としてもや

はりやってほしいなということを前提に増やした路線、今年、路線あります、実際。やはり

どうしても、やった方、やらない方というようなことになりますので、そういった地域とし

てやっぱり必要だよというようなところの確認をしながら除雪を行っているところでありま

す。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですか。 

  小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 確かに除雪費用もばかにならないというか、高額なものですので、

そういう取捨選択は必要かと思いますけれども、いつも言われていることは、最初が肝腎だ

と。最初一回しっかり除雪しておけば、あとわだちが少なくて済むということも言われてお

りますので、やはり最初しっかりと一回はやると。そしておくと、後が楽であるのではない

かと思います。 

  また、確かに家の、頻度は少ないことは少ないのですけれども、同じ町道ですので、利用
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者が多いところをやるけれども、利用者が少ないところはちょっと今回は待ってというのは、

やはり住民感情としては納得できないものがあるだろうと思われます。そこで、とにかく一

回はまずやると。そして、何回も何回もといったら、それはある意味選んでいかなければな

らないことがあるかもしれないけれども、今回はかなりたくさん降っておりましたので、や

はり町道に関しては、家がある限り、本当に山の中の一軒家であれば、また話は別かもしれ

ません。別の方法をとる必要があるかもしれないけれども、基本、細い町道であっても、や

はりまず一回はみんなやっていただきたいと思うのですが、それは現在は無理な状況になっ

ているのでしょうか。 

〇議長（藤原由巳議員） 佐々木道路住宅課長。 

〇道路住宅課長兼まちづくり推進室長（佐々木芳満君） どうしても我々の除雪を行っている

業者委託をしたり、町で直営でやったりということで、手数の関係もありますが、できる範

囲で対応しているところであります。全くむげに断っているところは、特にありません。こ

の間も、やはり過去にも大雪のときは入っていただいたというようなことをお話をいただい

て、確かに今回のようなまとまった雪が降ったときに、やはり出入りが厳しいということで

直接入らせていただいたというような声をいただいて対応したというところもありますので、

我々としては、山奥というか、山間部とか、その１軒もまちなかの１軒も同じと捉えており

ますので、そういう対応は今後も引き続きやっていきたいと思っております。 

  以上、お答えといたします。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  他に質疑ございますか。よろしいですか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  討論に入ります。討論ございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。議案第２号 令和２年度矢巾町一般会計補正予算（第11号）についてを

起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 
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  よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩します。 

  高橋町長ほか参与の方々は退席されて結構でございます。 

              午後 １時５０分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 １時５１分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） 再開いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第４ 発議案第１号 矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を 

                 改正する条例について 

〇議長（藤原由巳議員） 日程第４、発議案第１号 矢巾町議会政務活動費の交付に関する条

例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  職員に議案を朗読させます。 

  なお、朗読は表題のみとします。 

              （職員朗読） 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明を求めます。 

  12番、長谷川和男議員。 

              （12番 長谷川和男議員 登壇） 

〇12番（長谷川和男議員） 発議案第１号 矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例の一部

を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの条例の一部改正は、令和２年度の当初予算における政務活動費は345万6,000円

となっておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、十分な活動ができないため、

執行率は低くなることが予想されております。議会は、適正な予算執行を審査する立場にあ

ることから、全て公費の政務活動費を実効性のある予算にすることも考えなければならない

ことと思っております。 

  コロナ禍の中、現在11都府県に緊急事態宣言が発令され、国内はもとより、県内各市町村

の経済状況はいまだに経験したことのない厳しい状況となっています。特にも飲食業は、想

像を絶する事態となっており、子育て世帯や独り親世帯中心に生活が苦しく、困窮している

方々もおられます。また、本町には、岩手県の医療の中枢機関である岩手医科大学が総合移

転し、その機能を果たしており、大学病院を中心に町内には各種医療機関があります。そし



－ 13 － 

て、医療、福祉従事者の方々や医学生を合わせて約4,000人ほどが矢巾町で医療等に関係して

おります。岩手日報の声の欄に、矢巾町の看護師さんから「見えない敵と闘う日々でくじけ

そうになる。私たちを救ってくれるのは誰だろう」という投稿がありました。医療従事者は、

感染への恐怖と命を救うという使命感と葛藤して勤務しております。医療従事者や町民の心

情に寄り添うことも議会として大事なことではないでしょうか。 

  このような現況で令和３年度の政務活動を考えると、コロナ禍の早期収束を願いながらも

私ども議員も従前のような活動は厳しいものと考えております。ついては、今まで述べまし

たことを踏まえ、町内の経済状況、生活環境と町財政も非常に厳しい局面が予想されている

ことから、政務活動費を令和３年度に限り現行の１人月１万6,000円を6,000円減額し、月１

万円に改正するものであります。 

  各議員さんのご理解とご賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

  10番、昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） まず、この発議案に対する議論が足りないと私は感じております。

そこで、この議案発議の賛成者の方たちの考えをまずお聞きしたいのですけれども、特に議

員になられて２年にならない藤原信悦議員と吉田喜博議員にお聞きしたいのですけれども、

この政務活動費がどのような経緯でできたのか。それから、当初は２万円、その後１万6,000円

となったことをしっかりと理解した上で、この１万円に減額する発議に賛成したのか。そし

て、この政務活動費をこの２年に満たない間、どのような考えのもとで活用してきておるの

か、そこのところの考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 昆秀一議員、提案者への質問はよろしいのですが、賛同者への質問

は、この場では控えていただきたい。提案者への質問をお願いします。 

              （「何で」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 提案理由を述べた方に質問。 

              （「いやいや、賛成者への質問、お名前をちゃんと連 

                ねているではないですか」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 今までの慣例からしてそのようになってまいりました。 

              （「それはない、議長、それは間違っているよ」の声 

                あり） 
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              （「慣例じゃないですよ」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 提案者に質問をしてください。 

              （「本議場ですよ。今議場ですよ」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） だから、提案者に。 

              （「なぜそういう話になるの、何に基づいて」の声あ 

                り） 

〇議長（藤原由巳議員） いや、今までの例からいって、提案者への…… 

              （「今までなかったから今回ないということはないで 

                しょう」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） いや、前例に従って。 

              （「前例ないからそういうことはできないというのは 

                おかしいではないですか」「何に基づいてなのか 

                はっきり話してください。前例だけでは話になら 

                ない。何に基づいて」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 分かりました。 

  答弁を求めます。 

  １番、藤原信悦議員。 

〇１番（藤原信悦議員） 先ほどの説明にもございましたとおり、いろいろと研修、視察等、

これから先どこまでできるかというのが一つのポイントだと思います。非常事態宣言を出さ

れるエリアの研修は非常に多いですし、今のこの時期、イギリス発祥の異種株も出てきて、

伝染力もかなり強いと。そういう状況の中で実際動き回れるかという調査活動も含めて、そ

こに対してひとつクエスチョンがあったということで、本当に今までどおりの活動はできな

いというのが私の頭の中にありました。それから、やっぱりそうは言いながらも、やっぱり

調査は必要ですから、１万6,000円のうちの１万円を残した6,000円については、これから先

もいろいろと事業者あるいは失業した方への補填とか、いろいろなもの費用必要なわけです

から、そちらに振り向けてはいかがかということで賛同した次第でございます。それ以上の

理由はございません。 

〇議長（藤原由巳議員） ２番、吉田喜博議員。 

〇２番（吉田喜博議員） 私から何も申し上げることございません。さっき提案者がおっしゃ

ったとおりです、そのとおりです。 
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  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に質疑ございますか。 

  昆秀一議員。 

〇10番（昆 秀一議員） さらにお聞きしたいのですけれども、政務活動費がどのようなもの

だと理解されて活用してきたのでしょう。視察以外、視察のことばかり言っていますけれど

も、視察以外でも活用はちゃんと分かった上で賛成しているのでしょうか。 

  例えば会派の活動をより町民に分かりやすく説明するための広報、これを一心会ではやっ

ておりますけれども、そのようなことは考えなかったのか。それから、研修会、資料の購入

費にも活用できるものが政務活動費であります。そこのところをちゃんと理解された上で活

用してきているのか大いに疑問があります。 

  例えばそういうことはないとは思うのですけれども、ただ単に誰かが減額と言っているか

らという理由で同調して減額の提案の賛成者になっているのではあれば、あまりにも議員と

して情けないと思うのですけれども、そこのところはどのような信念を持ってこの政務活動

費の減額に賛成したのかお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 先ほどの答弁にあったのではないですか。 

              （「重ねてお伺いします」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） １番、藤原信悦議員。 

〇１番（藤原信悦議員） 議員政務活動費は、いろんな情報収集、それから調査、そういうの

に使うということで考えております。私自身も議員としてあるべき議員になりたいという思

いがありますので、県立大の斎藤先生のセミナーであるとか、私個人で動いている部分も結

構あります。同じ仲間も何人かおりますけれども、決して何もしないでただこの道を生きて

いるわけではなくて、出る以上は、いろいろと調べなければいけないということで情報収集

をしております。 

  誤解のないように申し上げておきますけれども、先ほど視察と云々と言いましたけれども、

それが一つの例としての話ですから、何も視察をすることだけが政務活動費の中身だとは決

して思っておりません。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） よろしいですね。 

  他に質疑。 

  ９番、赤丸秀雄議員。 



－ 16 － 

〇９番（赤丸秀雄議員） 私も質疑させていただきます。まず、政務活動費は、議会改革特別

委員会での議論を通して議会基本条例が制定されたものであり、基本条例と政務活動費の支

給条例の取扱いについては、議会基本条例第28条及び第29条における最高規範制及び条例の

見直しの基本原理により検証し、その結果に基づいて改定するものであると私は説明を受け、

そのように理解しておりました。それを議員間討議もないままに、いきなり議員発議した経

緯についてお伺いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 発議者、長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） ただいま発議者に質問ということでございますが、私は提案理由

で申し上げたとおりでございますので、それ以上この議場で言い争うつもりはありません。

やはり終戦前、戦後、このようなコロナ感染症という世界が非常にかつてない混乱に至って

いるわけでございます。その中で政務活動費を何が何でも使わなければならない、それは分

かります。町民のために使うことも、これが必要であります。しかし、今我々議員は、誰と

語り合って、この矢巾町をよくしようとしているのか。やはり町民の声を聞いて、議員それ

ぞれの考えだけで一方的なただいまのような質問で本当にいいのでしょうか。我々は、町民

の皆さんと常に向かい合っていかなければならない。本当に生活困窮あります。それから、

命を落とされている方もあります。そういうことをやはり考えた場合は、提案理由を長々と

１時間もここで述べてやれば、それでいいかもしれないけれども、やはり皆さんの理解をい

ただけるものというふうに思って、このように提案させていただいたことでございます。 

  それ以上の他の申すものでもありません。以上。 

〇議長（藤原由巳議員） ということで、議員発議については規則にのっとったスタイルでご

ざいまして、何ら手落ちはございません。 

  ９番、赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 私も議員発議については、どうのこうの言っているところではござ

いません。当然議場で提案できる権利というのはありますから、そこを分かった上でご質問

しているのであって、分からないままに聞いているわけではございませんので、そこはお話

ししておきたいと思います。 

  それで、先ほどの発議の内容、趣旨を聞きました。私もこの発議の厳しい財政の中という

部分については、賛成しております。捻出するものについては賛成します。ただ、例えば町

政の問題であるのであれば、常時開催可能な予算決算常任委員会で審議を行い、問題意識の

高揚に努めて、方向性を出した後に、そういう進め方が筋だと思いますが、それに対する見
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解はどのような形で今回発議されたのか再度確認します。 

              （何事か声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 再度、重複してもやむを得ませんが、12番、長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） 発議を出したことについて、いろいろ抗議の質問をするわけです

けれども、しかしこれは議会の中で認められたものでありますので、なぜここで議会は、誰

と向き合って話をするのか、私は町民の皆さんと向き合って話をしたいと。その一点の思い

で、この我々に与えられた政務活動費も県内では町村では４か所の自治体議会が政務活動費

を支給されておりますが、矢巾町は１万6,000円、紫波町、西和賀等々は5,000円でございま

す。なぜ我々がこの１万6,000円を今の時期に何が何でも使わなければならないと、そういう

ことではなく、町民の皆さんと向かい合って、本当にやる気があるなら、身銭を使っても活

動するのが本当ではないかなというふうにも思ったりするわけでございます。支出を、個人

の支出を出すということは言いませんけれども、いろんなことについてもう少し議会の中の

枠にとらわれずに視野を広げてもらいたいものというふうに思っております。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に質疑ございますか。 

  14番、小川文子議員。 

〇14番（小川文子議員） 私は、今回のような議員間討議が非常に大事だと考えております。

実際、政務活動費は大変私は貴重なものと、財源として使わせていただいているところであ

ります。特に私どもは最初から私どもの会派は視察だけが議員活動ではないということで、

特に広報に力を入れてきたところでございます。広報を出すに当たっては、それこそ紙の質

がよ過ぎる、あるいはカラーでなくてもいいのではないかという指摘も受けておりましたけ

れども、やはり皆さんに読んでもらう、手に取ってもらうということで、例えば普通の新聞

チラシと一緒に挟みますと、なかなか見えづらいものがあるものですから、そういうことも

あって多少カラー刷りという高い選択をさせていただいておりますが、やはり読んだ町民か

らは、反応をいただいていて、引き続きこういう広報を出していただきたいという声もいた

だいているところであります。 

  あと残念なことは、私はその中に図書の購入というのがあるのだけれども、図書の購入が

１冊も認められてこなかった経緯がございます。高過ぎる、そんなことが大きな理由でござ

いましたけれども、やはり視察に１回行ってくれば、数万円かかります。しかし、本を私が

提出したものは２万円とか、３万円とかのものでしたので…… 
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〇議長（藤原由巳議員） 質問を手短に。 

〇14番（小川文子議員） 結局、そういうものがみんな議長によって却下されてまいった事態

があります。ですので、私は、本来もっと政務活動費を身近に使えないかどうか、議員とし

て。研修だけという頭があるから、コロナ禍で研修に行けないから、町民も困っているし、

その分出したらどうかというふうに聞こえるのです。今こそ議員はいっぱい勉強して、二元

代表制の議会として果たす役割を果たすべきだと思うのです。 

  というのは、ご飯を３日も食べられない子どもがいたということもお聞きしています。学

校が終われば、給食が出ないから困っているという話も聞いています。先ほど来あったよう

に、町民の中には餓死する人も出るかもしれないのです。でも、私どもは執行権がないです

から、私どもが300万円なり、100万円なりを返したところで、それが餓死した人に渡るわけ

でもない、その保障はないのです。ですので、私は、むしろそういうところに、個人的には

いろいろ支援しています。ただ、それでは駄目だと思うのです、個人的な支援では。やっぱ

り議会として、その本質を変えるような、支援が届くような施策をしなければならないです。

そのための議論が議会としては足りない、その議論が足りないのに、活動費だけを減らす。

何か本末転倒な感じがして仕方がないのです。 

  ただ、これを誰に質問していいか、長谷川議員に質問したところでどうしようもないと思

うので、私の意見として、議長にもし答えていただけるのであれば、議長にお答え願いたい。 

〇議長（藤原由巳議員） 今政務活動費のこれからの使い道について、議会運営委員会で議論

されて、今後進む予定なようですので、議会運営委員会、村松委員長、今のところで何かあ

りましたら、情報提供をお願いします。 

〇５番（村松信一議員） 12月８日の議会運営委員会の開催の中で、この減額のことについて

ももちろん話し合いましたが、今後の有効な活用方法ということで６人全員の意見といたし

まして、今後どのように有効に使うか、どのような方法が一番いいのか、そういったことに

つきまして、今後速やかにこの活動方法については協議するということと、それで議員全員

に対して事務局のほうから調査していただいております近隣市町村等の今の内容等も含めて、

どういう使い方をしているのかも含めて、それらを検討した上で、私らの中で一番いい方法

をもっと考えていこうということで、これから協議をしてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） ということで、今議会運営委員会で協議を進めたいという段階なそ

うでございますので、ご理解いただきたいと思います。 
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  他に質疑ございますか。 

  藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） 長谷川議員に質疑しますけれども、この経緯が分からない方もいら

っしゃると思いますので、少しだけ話しますと、私は１期目のときに、議会改革委員会とい

うのがスタートしまして、そのときに先進地視察等々を経ながら議会基本条例ができたと。

その議会基本条例ができたときに、いわゆる政務活動費についても決めたわけですけれども、

そこで２期目から施行されたということで、今２期目の方たちからスタートしているわけで

す。 

  それで、長谷川議員も副議長として我々と一緒に、この議会基本条例あるいは政務活動費

を一緒に決めてきた経緯があるわけですけれども、当初は２万円と。２万円から１万6,000円

に減額していると。それをさらに減額したいと、そういうような今回の発議であるわけです

けれども、これ皆さん知っているとおり、残れば全額、いわゆる町財政に返還されるという

形になるわけです。そっちのほうがむしろ金額がでかい。何も今百二、三十万円のところで

それを使って、町民のためにいろいろ還元したいと、そう思っている会派がいるにも関わら

ず、そこのところまで縛りをかけるという必要は何もないのではないかと。特に、名を連ね

た明進会、町民の会、この会の方たちが率先して使わなければいいのです。活動しなければ

いいのです。それを基にしっかり活動して、町民に還元したいと、そう思っている会派があ

るわけだから、それをあえて、なぜここで条例変更までして減額しなければいけないのかと。

それは、活動に対してブレーキをかけるようなことだと。 

  特に長谷川議員は、今議会監査役として町財政はもとより議会の活動に関しても、もっと

活性化させる、議長とともに、そういうような役割もあるはずなのです。最年長議員として、

その辺のところを、私はよく理解してくれていると、そう思って１期目にあなたのことを副

議長として支援しました。今ここでせっかくつくった、我々が汗水、血までは流しませんで

したけれども、苦労してつくった議会基本条例をあえてここのところで活動をブレーキかけ

るような、そういうような発議は、やっぱりおかしいというふうに私は思いますが、そこの

ところに対する長谷川議員の考え方がもしあれば、お聞きしたいのですが、なければよろし

いです。 

〇議長（藤原由巳議員） 12番、長谷川和男議員。 

〇12番（長谷川和男議員） 政務活動費、議会基本条例とか、全部加わってまいりましたが、

その当初常任委員会というものを、３常任委員会というのが矢巾町の中で２年に１遍の研修、
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勉強する機会をいただいておりましたが、この基本条例制定後に、政務活動費を、このとき

のつくったときの実際的なお話は、当時の一心会のまだ会派がないときに、一心会というの

をつくられた方々が、これを持ち出してきたわけですけれども、それは別に悪いということ

ではなく、ただこのとき、会派の研修等を含めた２万円ということで、議会もこれに対して

反対された、終始反対された方々もおりますけれども、議会は多数決で決まるものですので、

私もそういう立場にありましたので、きちっと賛同をしておりました。 

  そして、ただ２万円という会派の予算を立てたときに、常任委員会の研修等はしないと。

だから２万円を出すということで町と交渉して議会で採決でそういうふうになりました。し

かし、そういうものに終始反対されておった方もいらっしゃいます、確かに。しかし、私は

その後会派というものをつくったときに、常任委員会の研修はやっぱり必要だよと、これは

やっぱり復活しなければならないのだと。常任委員会の研修は要らないということで決めた

わけですけれども、やはり必要だということを大勢の議員の皆さんの声で、ではさらに２万

円のほかに常任委員会の研修、２年に１遍を出す、これはやっぱり道義的にいいことではな

いので、そこで１万6,000円、4,000円を削って常任委員会の研修をつくったわけです。 

  何度も言いますように、今紫波町、西和賀、それから金ケ崎等の政務活動費は、ご承知の

とおり、さきに述べたとおりでございます。我々は、今コロナのかつてない、経験したこと

のない、経験ばかりでなくて、大変な世の中になってしまっている。いつ収束するか分から

ないような状況、まして戦争でオリンピックも中止になって、廃止になって、最近それで二、

三日前の報道でもあるように、オリンピックも危ぶまれるようなことが報道されております。

そのような大変なこの時を我々も町の予算に対しても、我々自らそういう姿勢を見せてやっ

ていく必要があるのではないかという考え方から、このことの発議案の提案をしたところで

ございます。 

  本町も議員諸君ご承知のとおり200億超の町債を含めて、もろもろを含めると200億円を超

える借金があるというようになって、今日例月監査で担当課のほうに実際のところの把握を

して知らせてくれと、そこまでお話ししておりますが、とにかく何が何でも、今１年間我慢

してほしいということなのです、要は。その１年をも許されないというのは、それぞれの考

えですので、それは結構です。ただ、ここで我々は提案したことについて皆さんの考え方と

いうより、採決でいくのが本当ではないかなというふうに思っております。 

  別に当時のことを知らないのかというような言い方でございますが、重々これは携わって

きております。ただし、みんなで決めたことは、それに賛同していきます。しかし、いつま
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でも反対し、蹴ってやるということではありませんので、よろしくお願いします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に質疑ございますか。 

  11番、藤原梅昭議員。 

〇11番（藤原梅昭議員） 長々と昔の歴史を話ししていただいたわけですけれども、要は今の

コロナの時代だからこそ町民とのいろんなそれこそ話を聞いたり、あるいは我々が勉強して、

それに対して還元すると。100万円、200万円の話ではないのです。もう１桁も２桁も違うよ

うな話が今現実に起きているわけです。そこのところで、今の百二、三十万円のところで減

額して、町民に還元する、活動を控える、自粛する。とんでもない話です。 

〇議長（藤原由巳議員） 討論ではなく質問。 

〇11番（藤原梅昭議員） そこで、藤原議長に次お伺いしますが、この政務活動費減額の発端

は、そもそも会派代表者会議の令和２年度の後期活動費を要求しないでほしいという話から、

今回の減額の話になっているわけですけれども、議長の立場としても、要はこういう時代だ

からこそいろんな活性、議会の活性化を図って、コロナに何とか対応しようではないかとい

う話をするのが本来の議長の立場ではないかと。それを要求するなとか、あるいは減額する

とか、そういうようなことに対しての代表者会議で反対意見もいろいろ出されたはずなので

すけれども、みんなが賛成して、そうだ、そうだと、そういう形で進めるのであれば、私も

何も言いません。ところが、一方では、やはり今の活動費を有効かつ還元するために活用し

ようではないかという会派もある中で、一方的に発議という形で、その賛否だけで進めると

いうのは、まるで議会の中の対立をあおっているような、そういうふうに私は強く感じてお

ります。 

  そういうことで、議長は常々議会はワンチームでやろうよという話をラグビーの例のキャ

ッチフレーズの話をしながら、よく話出されるわけですけれども、これこそワンチームでや

らない限り、いろんなところでまた同じような対立の話が出てくるというのがありますので、

ひとつその辺に対する今の議長の周りの会派とうまくやりながら、やっぱり町政に全員で、

全力で立ち向かおうではないかというような形にするのが議長の役目ではないかなというふ

うに思いますので、その辺に何かご見解があれば、お伺いしておきたいなと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） 今議長がこの場所で答弁するのはいかがなものかと思いますが、お

許しがあるのであれば、ご答弁しますが。 

              （何事か声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それであれば、議運でそこは協議していただきますか。 
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  議長が議長席で答弁するということは、あり得ないことです。ですから、議会運営委員会

なりで場合によっては協議していただきまして、許可をいただければ…… 

              （何事か声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） いやいや、議長はここで発言、採決に加わらない人間ですので、そ

こで議長がコメントするのは控えなければならないところです。 

              （何事か声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ちょっと待ってください。 

  もし、あれでしたら、暫時休憩して議運を開いていただきまして、私別席から答弁するか、

この場所からはちょっとできないと思っていました。 

              （「じゃ、どうする」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 今議運、だからどうしますかということ、議運の委員長、どうしま

すか。 

              （何事か声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） いろいろ今意見ありましたから、少なくとも私、この場所から答弁

することはできません。 

  ということで梅昭議員、いかがですか。 

              （何事か声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 私、だって向けられましたから。 

〇11番（藤原梅昭議員） では、動議を出しますけれども、議長と副議長と代わっていただい

て、今の議長に答弁していただくということがいいと思います。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 今のは、単なる意見ですか。 

              （何事か声あり） 

〇11番（藤原梅昭議員） 要は、このまま賛否だけで採っていいのかということも含めて、ち

ょっと休憩して、そこのところは議運なり何なり検討していただきたいなと思います。 

  以上です。 

              （「賛成」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、時間も経過しておりますので、暫時休憩をして、議会運

営委員会、全協室でひとつお願いします。 

              午後 ２時３４分 休憩 
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              ――――――――――― 

              午後 ３時０３分 再開 

〇議長（藤原由巳議員） それでは、再開いたします。 

  最初に、先ほど議会運営委員会が開催されましたので、その内容について村松議会運営委

員長よりご報告をお願いいたします。 

  村松信一議員。 

〇５番（村松信一議員） 先ほどの質問に対して議長ではなくて一議員として答弁を求めたい

ということになりまして、その代わり進行役を副議長に代わっていただいて、自席で答弁を

お願いしたいということでお願いしたいと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） ただいま議運の委員長から報告がありましたので、私はこの場を一

旦退きまして、副議長にこの席をお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

              （議長、副議長に交代） 

〇副議長（髙橋七郎議員） それでは、暫時議長を務めさせていただきます。 

  11番、藤原梅昭議員より議長に対しての質問がありましたので、議長は、自席で一般議員

として答弁をお願いしたいと思います。 

  18番、藤原由巳議員。 

〇18番（藤原由巳議員） ご指名いただきましたので、答弁をさせていただきます。 

  メモを取っておらなかった関係で若干ずれる答弁にはなろうかと思いますが、分かってい

る範囲内で答弁したいと思います。 

  まず事の発端は、やはりコロナ禍でございます。去年の３月から非常事態宣言等々があり

まして、非常に全国的に、あるいは町内外、非常に厳しい状況下に入ったわけでございます。

その中で、岩手県はずっとなかったので、ある程度ゆっくりした気持ちできたわけでござい

ますが、その中で、やはり盛岡市あるいは矢巾町等々でも感染者が発覚したということを踏

まえて、やはり町内の様々な経済状況も悪化してきておると。そして、町の特別職の皆さん

方が給料の減額を議会に提案したという中で、一部町民から議会も何か考えなくてもいいの

かというお話もありました。ただ、これはあくまでも話ということで、それに私は乗ったと

いうことではございませんが、やっぱりその当時の現状を考えるにおいて、やはり何らかの

我々も町民に対して議会としての考え方も示すべきではないかということで、その後の７月

頃だと思ったのですが、会派代表者会議をやりまして、後期分の政務活動費の返納について
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ご相談いたしました。 

  そうしたところ、オブザーバーまで入れまして６会派あるわけでございますが、２会派の

方々からは反対意見が出ました。ということで、それはその場で立ち消えとさせていただき

ました。そして、その後、11月に入りまして、やはりコロナ禍が非常に厳しくなってきてご

ざいました。そして、町当局も令和３年度の予算編成の時期に入ってまいりました。そうい

う中で再度代表者会議をお願いして、何か政務活動費、あの当時ですと、総額の10％程度ぐ

らいしか使われておらなかったわけでございまして、これを来年度幾らか減額する方向で検

討をお願いできませんかということでご相談申し上げました。そのときは、６会派中５会派

の方々が賛同していただきました。 

  そして、さらに２週間後ぐらいに再度ご相談したところ、１つの会派は、あのときは賛成

したけれども、今日は反対ですと、こういうことで６会派中４会派が、オブザーバー含めま

して、賛同いただきました。交渉会派３会派中２会派の賛同をいただきまして、それでは議

運に諮りまして全会一致でこれを提案したいものだなということで、いろいろ議運で協議を

いたしたわけでございますが、なかなか全会一致という形はとれないというふうに考えまし

て、議運の委員長とも相談して、では一旦これは納めましょうということで納めた格好をと

って会派に帰ったわけでございますが、そうしたところ２つの会派で、いややはり、これは

これだけの厳しい、先ほどの提案理由の説明にもありましたが、こういう状況下であるから、

何とかこれを皆さんにお願いすべきだと、これが12月に発議として私のところに出されまし

た。そして、本日本会議でご提案申し上げた内容でございますので、ご理解をいただきたい。 

  以上でございます。 

〇副議長（髙橋七郎議員） 答弁終わりましたので、議長を交代したいと思います。 

              （副議長、議長に交代） 

〇議長（藤原由巳議員） 再度この席に戻りましたので、進めさせていただきます。質疑を続

けます。質疑ございますか。 

  13番、川村よし子議員。 

〇13番（川村よし子議員） この間、今日いろいろ皆さんの意見とか聞いたわけですけれども、

全員協議会でこういう話をされればよかったのですけれども、本会議に発議案が出されたと

いうことで、議長も認めているから、こういう議案が出されたと私は思っているのですけれ

ども、コロナ禍というのはまだまだ続くと思います、私自身は。ですので、昔の戦争と同じ

だろうと思うのです。町民の方々がまだまだこれから犠牲になる可能性が多いと思うのです。
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ですので、政務活動費を減らさない方法としてもっともっと議論する必要があると思うので

す。 

  条例を変えるのはいまいち早まった考えではないかと思います。今ＡＩを利用したり、リ

モートで学習するとか、そういうふうなことを考えているということで学習会もありますが、

そういうところにお金を使うとなれば、１万円では足りないことも考えられます。ですので、

条例は変えないでほしいと私は考えていますということで、条例を考えない方向で考えてほ

しいと思います。126万円というのは、私たちの経費を…… 

〇議長（藤原由巳議員） 意見ですか。 

〇13番（川村よし子議員） はい。意見もありますけれども、やっぱり皆さんでもっともっと

議論が必要だったと思います。 

〇議長（藤原由巳議員） ただいまのは意見として、それなりに記録されてございます。 

  他に質疑ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 質疑なしと認めます。 

  それでは、討論に入ります。討論ございませんか。 

  15番、山﨑道夫議員。 

              （15番 山﨑道夫議員 登壇） 

〇15番（山﨑道夫議員） 議席番号15番、一心会の山﨑でございます。議員発議案第１号に反

対討論をいたします。 

  そもそも政務活動費は、どのような経緯で創設されたのか十分に理解されていないのでは

ないかと疑問を持たざるを得ません。創設から既に21年がたとうとしていますが、2000年か

ら始まった地方分権改革以降、地方自治体における議会と議員の役割の重要性がより強く叫

ばれるようになり、2005年通常国会において政務調査費の名称で創設、制度化されたのが始

まりです。 

  その後、2012年に政務調査費から政務活動費へと名称変更され、調査費から活動費へと制

度の趣旨を拡大するための改正が行われました。21年前、政務調査費が創設され、制度化さ

れた背景には、国会審議で出された分析結果が挙げられます。その中には、地方議会の活性

化が求められている中、立ち後れている議会と議員の立法能力、政策分析、政策提言能力の

充実強化が必要であり、議員は、住民の意志の反映、調査立法、政策形成、行政監視に格段

の能力を発揮することが求められている。 
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  さらには、自治体議員には、公設秘書もなく、調査立法活動に必要な資金も与えられてい

ないのが現状である。 

  したがって、議会と議員の調査能力と政策立案などに対する社会の要請には応えにくい状

況にあり、問題である。 

  このような国会における分析の基、議会の審議能力を強化し、議会の活性化を図るため、

議員の調査活動基盤の充実を図る観点と併せて、住民への情報公開を促進する観点から、議

会活動を支援する目的で政務調査費制度が設けられました。 

  したがって、政務活動費は、国会からのエールであり、地方自治体の議会に籍を置く者は、

そうした期待と負託に応えるため政務活動費を積極的に活用し、議会力と議員力を高めるた

めの取組を行うことが求められております。 

  こうした背景の中、私たちの議会も政務活動費を導入し、間もなく６年になろうとしてお

ります。しかし、残念なことに政務活動費の理解が極めて不十分だと言わざるを得ません。

議会基本条例第29条において、条例の目的達成状況を議会運営委員会において検証すること

が掲げられております。しかし、この間政務活動費が十分に活用されていないことに対する

検証が十分に行われてきたとは言いがたい状況で推移してきていると言わなければなりま

せん。本来の目的の実現に向けた活用ができないのはなぜなのか、課題は何かなど、今こそ

しっかりと検証することが求められていると思います。 

  したがって、政務活動費をもっと有効に積極的に活用するためには、どうあるべきか。ま

た、コロナ禍における政務活動費の活用方法は、どうあるべきかなど、全議員で話し合い、

検討し、視察研修以外の活用策等について知恵を出し合うことが今求められているのではな

いかと強く感じております。 

  こうした状況の中、現在議会運営委員会において、先ほども質問がございましたけれども、

政務活動費の使途基準について見直しを行う取組に着手しております。できるだけ使いやす

く効果的に活用できるよう皆さんの意見をお聞きし、検討することにしております。こうし

た取組の中にあって、議員としての審議力の資質向上を図るため、法的に認められている貴

重な政務活動費を今日まで積極的に活用するための努力を怠ってきたのではないかと思わ

れる議員の方々が、自ら減額することを求めて発議する行為は、全く理解し難いものであり

ます。したがって、到底認めるわけにはいきません。 

  また、政務活動費の活用については、議長として各会派に対し、積極的に有効活用を図る

よう指導しなければならない責務がありながら、そうした取組がほとんど見受けられず、こ
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うした状況に対し、率直に疑問を感じざるを得ません。そればかりか、会派報の発行につい

て必要ではないなどと発言し、もし発行する場合には、事前に議会事務局に目を通させるこ

とを求め、検閲まがいの行為を強要するなど、極めて問題のある行動をとっていると指摘せ

ざるを得ません。今後議会基本条例に反するような発言等は控えるよう強く求めるものであ

ります。また、政務活動費が本来の目的である議会力の強化、議員力の向上に資するため、

積極的活用を図るよう各会派に対し、実効性のある主導をぜひ行うことを強く要請し、反対

討論といたします。 

  議員の皆様の良識ある判断をお願いを申し上げて、反対討論にしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に討論ございますか。 

  ６番、廣田清実議員。 

              （６番 廣田清実議員 登壇） 

〇６番（廣田清実議員） 議席番号６番、廣田清実です。発議案第１号の賛成の立場から討論

させていただきます。 

  今回の予算、減額に対してコロナ禍の中で金額は百数十万円と少ないかもしれませんけれ

ども、それが確かに使わなければ、来年の３月には返すことになりますけれども、これをこ

のままにしておくと１年間塩漬けになってしまう。これが私分かりました。百二十何万円と

いう小さな額ではありますけれども、これを何か困窮している方々に、塩漬けになるのでは

なくて、初めから使えることを考えるのであれば、ぜひ使っていただきたい。そして、私た

ち議員として、これが永久的な減額であれば、私も賛成はできません。しかしながら、来年

度１年間の期間条例であることを考えれば、その部分としてできる金額で政務調査をやって

いって、町民に寄り添うという形を取っていきたい。 

              （「130万で寄り添うということはできない」の声あり） 

〇６番（廣田清実議員） 失礼です。130万円といったって、１万円だって困っている人がいる

のです。 

              （「そんなの分かっている」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ちょっと議席からの発言は、今討論の最中です。 

〇６番（廣田清実議員） 失礼です、本当に。たった130万円…… 

              （何事か声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） ちょっと待って、山﨑議員。 
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〇６番（廣田清実議員） 私は、そのとおりでありますし、小さな額でも、そのお金を使って

何かにできるか、それは何になるか分かりません。でも、そのお金が大事に町民のために使

われることを考えれば、この発議案は、今回の１年間の条例であれば、これは必要、町民に

寄り添う議員として必要だと思いますので、賛成の立場として討論いたしました。 

  議員各位のご理解をよろしくお願いいたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に討論ございますか。 

  10番、昆秀一議員。 

              （10番 昆 秀一議員 登壇） 

〇10番（昆 秀一議員） 議席番号10番、一心会の昆秀一でございます。発議案第１号 矢巾

町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について反対討論をいたしま

す。 

  まずは、議論が足りない。議会は、議論する場です。そこを飛ばしてしまって発議して、

採決して決めてしまうのは、迅速に感じますし、議員の責務をある面放棄してしまっている

のだと思います。私は、まずは減額ありきではなく、必要に応じて使い勝手をよくする方法

を考えていくのが先決であると思います。それをまず減額してから使い勝手をよくするとい

うのは、考え方が逆ではないでしょうか。なぜ政務活動費ができて、この額が決まったのか。

これは、しっかりと時間をかけて検討を重ねて決まったものであります。それをより使い勝

手のよいものにしていくのも議員自らであるはずです。それを減額し、活動の幅を狭めてし

まうのは、議員としての責務を放棄してしまうことにつながるのではないでしょうか。本来

町民に寄り添う、寄り添うと言っておりますが、このようなときにこそいかに町民のために

なる議員活動ができるかにかかっているのだと思います。 

  この政務活動費をいかに有効的に、さらに発展的に活用ができるのか、そこを熟慮してい

くことこそが議員の責務であります。その上で、それでも残してしまうのであれば、それは

制度として全額町に返還される仕組みとなっているのは、皆さんご存じのことでしょう。で

すから、条例をわざわざ改正してまで減額をする必要はどこにもないはずです。 

  しかしながら、町の財政が逼迫して、１円でも費用負担が必要であるというのであれば、

予算執行者からお話をしっかりと聞き、議論し、ほかに削られる予算がないというのであれ

ば、そのときには、政務活動費ではなく、議員報酬や期末手当を減額するべきではないでし

ょうか。そのほうが議員が身を削っているということになるのではないでしょうか。いろい

ろと意見があるのは確かですが、必要であれば、そこは議員間で徹底的に議論して、全員一
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致で政務活動費の減額を決めるべきであります。 

  改めて申し上げます。検討を重ねて作り上げたせっかくの政務活動費です。どう活用し、

町民に役立てることができるか考え、活用していくことが議員としての町民からの信頼に応

えることになるはずです。そして、そういう必要な情報を町民に対してスピード感を持って

お知らせするという情報発信をすること。それから、町民からのその声をしっかりと聞くた

めのツールを持つことが政務活動であり、その費用の活用になるのです。そのことをしっか

りと議論してこそ、初めて条例を改正しなければならないということに至るはずです。 

  以上、申し上げたことにより、いずれ多数決による政務活動費の減額の発議案には反対す

るものであります。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に討論ございますか。 

  14番、小川文子議員。 

              （14番 小川文子議員 登壇） 

〇14番（小川文子議員） 議席番号14番、日本共産党の小川文子でございます。私は、反対の

立場で討論をしたいと思います。 

  この政務活動費、最初は戸惑いながらもみんなが研修などに使って、大変効果を上げてき

たところでございます。それこそ皆さんの中にも、それが議会からの提言ということで町を

実際動かして実った事業もたくさんあります。しかしながら、今は確かに研修には行けない

ところでございますが、しかし、この政務活動費というのは、大変幅広い内容があります。

そして、それを使うことによって、さらに町を動かし、提案をしていく、それが今町民が求

めている内容ではないでしょうか。 

  コロナ禍で町民は確かに苦しんでいます。しかし、私も３日間ご飯を食べられないで学校

の給食だけで生きていたという子どもがいたことも知りました。それぐらい餓死寸前の人が

いるのも確かです。しかし、私たちがしっかりと町と向き合って、町の政策を変えない限り、

このお金は、その子たちに回っていかないのでございます。私は、この間の成人式のときに、

みんなが一緒になって町長に今はやるべきではない、延期すべきだと言ったことが町長を動

かしたと思います。町長は、苦渋の決断をなさったのでございます。 

  やっぱり予算執行者としては、議会がまとまってそれくらいの力を発揮しないと、自分た

ちの考えを変えることはありません。コロナ禍に対して、本町が実際に町独自で行った具体

的な政策は家賃補助だけです。あとは国のものを町が請け負ってやっている、そういう状況

にあります。私は、もっと本当に困っている人にお金が回るような政策を議会はもっとやら
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なければならないと思います。その提言が足りな過ぎます、矢巾町の議会は。私も反省も含

めて、もっともっと町に心を込めて全会一致で提言していかなければならないと思います。 

  このような状況で採決を採ったところで、分断を招くだけです。これでは、町にとって何

の効果も果たさない。どうまとまって一致して提言をしていくか。一人でも多くの命を救っ

ていくか、それが今私たちに求められていることだと思います。お金を下げて済むだけのそ

ういうことではないと思います。心情的には分かるのです。心情的にはみんなそう思ってい

ると思います。ですので、私も本当にそうであれば、私も議員報酬を削るほうに賛成でござ

います。 

  以上をもって反対討論といたします。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に討論ございますか。 

  ９番、赤丸秀雄議員。 

〇９番（赤丸秀雄議員） 議席番号９番、一心会、赤丸秀雄です。政務活動費交付の一部条例

を改正する議員発議に反対の立場で討論をします。 

  私は、発議の趣旨には賛同でありますが、政務活動費を減額することに反対であります。

反対理由として、今回の発議で年間130万円弱を捻出する内容でありますが、賛同者をもっ

と増やして厳しいと想定される町財政にもっと多くを捻出する方法を考えることをしなか

ったかということであります。 

  例えば議員のみの取組とせず、当局、特に町長等三役を含めるとか、政務活動費減額では

なく、議員報酬を減額するとか、夏期、年末手当から捻出するとか、もう少し多くの金額を

捻出して、苦しんでいる町民の負託に応えるべきと考えます。 

  また、なぜ政務活動費をと、私は強い憤りを感じます。政務活動費は、議員活動、議会活

動の一丁目一番地と私は自負しています。前に登壇した議員も触れていましたので、簡潔に

述べますが、１つ目、議員個々の能力と資質を高める必要があります。２つ目、議員は、住

民意思の代表であり、調査立法、政策提言、行政監査などを行い、報告する義務があります。

３つ目、そのために政務活動費を十分に生かすことが求められます。それを議員間討議もせ

ずに政務活動費減額を発議する議員の資質を疑わざるを得ません。ＶＥ活動を皆様ご存じで

しょうか。Ｖａｌｕｅ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇのことであります。言葉だけでも聞いてい

ると思いますが、少しお話しさせていただきます。この活動を一言で言えば、不景気のとき、

財政が厳しいときこそ勉強、研修を行い、自己の研鑽を積み、その活動に生かす取組であり

ます。いっときは経費がかさみますが、その経験が価値と創造、ここでいう創造は、創り出
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す創造のほうです。価値と創造、機能を活性化して、財政改善ができる活動です。私は、現

在置かれた状況がまさにこのときであると強く感じます。 

  再度述べますが、町財政が厳しくなることを想定し、歳出抑制施策に取り組むことは賛成、

賛同しますが、議員間討議を重ね、当局を含めたもっと大きな取組で知恵出しすることを提

言して、今回の発議には反対することを表明し、私の討論を終わります。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に討論ございますか。 

  ８番、水本淳一議員。 

              （８番 水本淳一議員 登壇） 

〇８番（水本淳一議員） ８番、水本淳一でございます。私は、政務活動費削減に賛成の立場

で発言いたします。 

  この厳しいコロナ禍の中で、今回は政務活動費を削減してでもいいと思います。そして、

１万円ありますので、それを本当に活用して、この令和２年度は、どうしようかどうしよう

かという感じでほとんど使わないでしまいましたけれども、令和３年もそのようなことも県

外の研修とか、そういうのができないとか、そういうこともありますので、この令和３年度

は、活用方法をしっかりと考えていく。そして、今年度は、とにかく足りない部分は、議員

の自費ででもやっていくような方法でやっていければいいと思います。そういうことで今回

の削減には賛成します。 

  以上です。 

〇議長（藤原由巳議員） 他に討論ございますか。 

              （「なし」の声あり） 

〇議長（藤原由巳議員） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  採決に入ります。発議案第１号 矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正

する条例についてを起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

              （賛成者起立） 

〇議長（藤原由巳議員） 起立多数であります。 

  よって、発議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（藤原由巳議員） 以上をもって本日の議事日程は終了しました。 

  これをもって令和３年矢巾町議会定例会１月第２回会議を閉じます。 
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  大変ご苦労さまでした。 

              午後 ３時４１分 散会 
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